
議案第１号 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会規約等の改正について 

 

提案理由 

平成２６年４月１日に白岡市行政組織が改編されたことに伴い事務局担当課

が変更となったことから関係する規約等を改正するものである。 

 

 

 

１ 白岡市地域公共交通確保維持改善協議会規約の一部改正 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会規約の一部を次のように改正

する。 

第１０条第１項中「総合政策部企画調整課」を「市民生活部地域振興課」

に改め、同条第２項中「総合政策部企画調整課長」を「市民生活部地域振

興課長」に、「公共交通準備室」を「公共交通推進室」に改める。 

 

 

２ 白岡市地域公共交通確保維持改善協議会事務局規程の一部改正 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会事務局規程の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「総合政策部企画調整課」を「市民生活部地域振興課」に改め

る。 

 

 

３ 施行期日 

  この規約及び規程は、平成２６年５月１５日から施行し、平成２６年

４月１日に遡及して適用する。 
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   白岡市地域公共交通確保維持改善協議会規約 

 

 

（設置） 

第１条 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０

日国総計第９７号ほか。以下「交付要綱」という。）第３条第１項の規定に基

づき、白岡市地域公共交通確保維持改善協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、白岡市千駄野４３２番地白岡市役所内に置く。  

 

（協議事項等） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

⑴ 生活交通ネットワーク計画（以下「計画」という。）の策定に係る調査、策

定及び変更の協議に関すること。 

⑵ 計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

⑶ 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。  

 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 埼玉県知事の指名する者 

⑵ 白岡市長の指名する者 

⑶ 交通事業者 

⑷ 交通施設管理者 

⑸ 埼玉運輸支局長の指名する者 

⑹ その他協議会が必要と認める者 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 
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⑴ 会長 １人 

⑵ 副会長 １人 

⑶ 監事 ２人 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 監事は、委員の中から会長が指名する。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

会長の職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計の状況を監査する。 

 

（総会及び会議） 

第８条 協議会の総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 協議会の会議は、随時、開催する。 

３ 協議会の総会及び会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会

議の議長となる。 

４ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。  

５ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることがで

きることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。ただし、代

理の者は、会議ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。  

６ 会議の議決方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決定することとする。

ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。 

７ 会議は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で協議が整った事項については、委員はその協議結果を尊重しな

ければならない。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、白岡市市民生活部地域振興課内に置く。 

２ 事務局には事務局長及び事務局員を置き、事務局長には白岡市市民生活部地

域振興課長、事務局員には公共交通推進室職員をもって充てる。 

３ 協議会の庶務は、事務局長が総括し処理する。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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（事業年度） 

第１１条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終

わる。 

 

（経費） 

第１２条 協議会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

⑴ 委員が所属する団体からの負担金 

⑵ 国からの補助金 

⑶ その他の収入 

 

（収支予算） 

第１３条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、協議会の議決を得

なければならない。 

 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

（監査） 

第１５条 会長は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を作成し、監事に提出し

て、その監査を受けなければならない。 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支計算書 

⑶ 財産目録 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成し

て、会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を協議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ 会長は、第１項に掲げる書類及び前項の監査報告書について、協議会で承認

を受けた後、これを事務局に備え付けておかなければならない。  

 

（規約の変更） 

第１６条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を受けるものとする。  

 

（協議会が解散する場合の措置） 

第１７条 協議会が解散する場合は、協議会の収支は解散の日をもって閉鎖し、
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会長であった者がこれを決算する。 

 

（その他） 

第１８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２５年５月２１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２６年５月１５日から施行し、平成２６年４月１日に遡及し

て適用する。 
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白岡市地域公共交通確保維持改善協議会事務局規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、白岡市地域公共交通確保維持改善協議会規約（以下「規約」

という。）第１０条の規定に基づき、白岡市地域公共交通確保維持改善協議会

（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

（組織） 

第２条 協議会の事務局は、白岡市市民生活部地域振興課職員をもって組織する。 

 

（職制） 

第３条 事務局に事務局長、課長補佐、主幹、主査及び事務職員を置く。  

２ 事務局長は、会長の命を受け、職務を統轄し、所属職員を指揮監督する。  

３ 事務局長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代行する。  

４ 主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理し、担当の職員を指

揮監督する。 

５ 事務職員は、上司の命を受け事務に従事する。 

 

（所掌事務） 

第４条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 協議会の会議に関すること。 

⑵ 規約及び規程に関すること。 

⑶ 事業計画及び予算に関すること。 

⑷ 事業報告及び決算に関すること。 

⑸ 収入及び支出に関すること。 

⑹ 現金の出納及び保管に関すること。 

⑺ 契約並びに物品の購入及びその管理に関すること。 

⑻ 文書の収受及び発送に関すること。 

⑼ 公印の保管に関すること。 

⑽ その他協議会の目的達成に必要な事項 

 

 

（起案） 

第５条 事務処理の発議は、起案用紙により起案しなければならない。ただし、

軽易な事項及び供覧にとどまるものはこの限りでない。 

（決裁） 

第６条 事務は、順次直属の上司を経て、会長の決裁を受けなければならない。  

２ 軽易なものについては、文書によらず口頭報告にてこれに代えることができ
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る。 

 

（専決） 

第７条 前条の規定にかかわらず、事務局長は次の事項について専決することが

できる。 

⑴ 所属職員の出張に関すること。 

⑵ 収入及び支出に関すること。 

⑶ 予算の流用に関すること。 

⑷ 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。  

⑸ 定例又は軽易な届出、照会、報告及び通知に関すること。  

⑹ その他前各号に準ずる事項の処理に関すること。 

 

（代決） 

第８条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決することができる。  

２ 事務局長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。  

 

（公印） 

第９条 公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとお

りとする。 

 

（公印の使用） 

第１０条 公印は、文書発送の決裁後でなければ、これを使用することができな

い。 

 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、白岡市の例により行う

ものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年５月２１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２６年５月１５日から施行し、平成２６年４月１日に遡及し

て適用する。 
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別表（第９条関係） 

名称 形状 書体 寸法 用途 個数 管理者 

白岡市地 

域公共交 

通確保維 

持改善協 

議会会長 

印 

 てん書 21×21 

ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 

会 長 名

を も っ

て 発 送

す る 文

書 

１ 事務局長 

 

白 岡 市 地 
域公共交通 
確 保 維 持 
改善協議会 
会 長 印 
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議案第２号 

平成２５年度事業報告について 

 

平成２５年度 白岡市地域公共交通確保維持改善協議会 事業報告書 
日 付 項 目 内 容 

H25.5.21 第１回協議会 ・協議会の設立 

・これまでの取組の経緯 

・今後のスケジュール 

・各会議の予定項目 

H25.5.24 白岡市地域公共交通調査事

業支援業務委託に係る指名

競争入札 

・指名競争入札により委託契約予定者を決

定（入札事務は市が代行） 

H25.6.10 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

交付申請 

・国土交通大臣 

・交付申請額 1,830,000 円 

H25.6.24 第２回協議会 ・デマンド交通の概要について 

・既導入自治体の事例について 

・地域公共交通サービスの事業目的につい

て 

・運営主体について 

・利用対象者について 

・利用者登録について 

H25.6.24 白岡市地域公共交通調査事

業支援業務委託契約締結 

・㈱長大 

・4,882,500 円 

・履行期間：H25.7.1～H26.3.25 

H25.6.28 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

交付決定通知 

・関東運輸支局長 

・交付決定額 1,830,000 円 

H25.7.23 第３回協議会 ・運行エリアについて 

・運行方式について 

・運行ダイヤについて 

H25.7.26～ 

H25.8.31 

アンケートの実施 ・郵送によるアンケートの配布・回収 

・対象者：市内在住の６５歳以上の高齢者

から無作為抽出した３，０００人 

・回答者：１，７５０人 

・回収率：５８．３％ 

H25.8.20 第４回協議会 ・運行ダイヤについて（継続協議） 

・予約期限について 

・運行曜日について 

・運行時間帯について 

H25.9.24 第５回協議会 ・運行曜日について（継続協議） 

・システム活用の可否について 

・デマンド交通オペレーションシステムの

デモンストレーション 

H25.10.18～

H25.11.30 

聞き取り調査の実施 ・民生委員・児童委員による聞き取り調査 

・対象者：市内在住の６５歳以上の独居の

方 

・回答者：９３５人 
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H25.10.22 第６回協議会 ・アンケートの中間集計結果について 

・車両サイズ・台数について 

H25.11.19 第７回協議会 ・運賃形態について 

・運賃水準について 

・乗降場所について 

H25.12.12 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

交付決定変更申請 

・国土交通大臣 

・変更交付申請額 5,115,880 円 

H25.12.17 第８回協議会 ・乗降場所について 

・オペレーターの雇用形態について 

・運行事業者について 

・契約方式について 

H25.12.27 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

交付決定変更通知 

・関東運輸局長 

・変更交付決定額 5,115,880 円 

H26.1.21 第９回協議会 ・実証運行業務仕様書（案）について 

・実証運行業務に係るプロポーザル実施要

領（案）について 

・白岡市生活交通ネットワーク計画（案）

について 

・会議終了後、久喜市デマンド交通の導入

状況視察 

H26.2.18 実証運行業務に係る公募型

プロポーザルの選定審査委

員会 

・企画提案のプレゼンテーションにより運

行予定者を選定 

H26.2.25 第１０回協議会 ・実証運行業務に係る公募型プロポーザル

の実施結果について 

・生活交通ネットワーク計画（案）につい

て 

・アンケート及び聞き取り調査の結果につ

いて 

H26.3.25 白岡市地域公共交通調査事

業支援業務委託の完了 

・㈱長大 

・成果品の納品 

H26.3.31 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

補助対象事業完了実績報告 

・国土交通大臣 

・実施額 5,059,800 円 

H26.4.11 平成２５年度地域公共交通

確保維持改善事業費補助金

（地域公共交通調査事業）

の額の確定通知 

・国土交通省大臣官房 

・5,059,800 円 

H26.5.7 市の負担金の返還 ・白岡市へ 

・5,059,800 円 
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議案第３号 

平成２５年度歳入歳出決算について 

 

平成２５年度 白岡市地域公共交通確保維持改善協議会 収支決算書 
【歳 入】                         （単位：円） 

款  項  目  節  
当 初  

予算額  
補正額  計  収入済額  差引き  説 明  

１ 

負担金 

１ 

負担金 

１ 

負担金 

１ 

市負担金 
5,490,000 0 5,490,000 5,490,000 0 白岡市負担金 

２ 

補助金 

１ 

補助金 

１ 

補助金 

１ 

国補助金 
1,830,000 3,285,000 5,115,000 5,059,800 △55,200 

地域公共交通確保維

持改善事業費補助金 

３ 

繰越金 

１ 

繰越金 

１ 

繰越金 

 
0 0 0 0 0  

４ 

諸収入 

１ 

諸収入 

１ 

雑 入 

 
1,000 0 1,000 477 △523 預金利子 

合  計  7,321,000 3,285,000 10,606,000 10,550,277 △55,723  

 

【歳 出】                         （単位：円） 

款  項  目  節  
当 初  

予算額  
補正額  予算現額  支出済額  差引き  説 明  

１ 

運営費 

１ 

会議費 

１ 

会議費 

８ 

報償費 
208,000 △34,000 174,000 139,900 34,100 委員会議出席謝礼 

２ 

事務費 

１ 

事務費 

１１ 

需用費 
20,000 11,000 31,000 30,380 620 消耗品等 

１２ 

役務費 
13,000 23,000 36,000 35,800 200 郵便料等 

２ 

事業費 

１ 

事業費 

１ 

事業費 

１３ 

委託料 
5,250,000 0 5,250,000 4,882,500 367,500 

調査事業支援業務委

託料 

３ 

返還金 

１ 

返還金 

１ 

返還金 

１ 

市への 

返還金 

1,830,000 3,285,000 5,115,000 5,059,800 55,200 白岡市への返還金 

合  計  7,321,000 3,285,000 10,606,000 10,148,380 457,620  

 

収入済額 10,550,277 円 

支出済額 10,148,380 円 

差引残額   401,897 円 
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平成２５年度 
 

財 産 目 録 
 

平成２６年５月１日現在 

 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会 

（単位：円） 

 

Ⅰ 資産の部 

 １ 流動資産 

   現金預金 

    普通預金 

    埼玉りそな銀行白岡支店    ４０１，８９７ 

 ２ 固定資産                  ０ 

 

 資産合計              ４０１，８９７ 

 

 

Ⅱ 負債の部 

 １ 流動負債                  ０ 

 ２ 固定負債                  ０ 

 

 負債合計                    ０ 

 

 

 正味財産              ４０１，８９７ 
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監 査 報 告 書 

 

 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会の平成２５年度収支決算について  

監査した結果、会計関係帳簿の整備、事務について適正に処理されていることを

認めましたので報告します。 

 

 

平成２６年５月１２日 

 

 

 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会 

会 長  秋 葉  清 一 郎  様 

 

 

 

監  事   浅 野 悦 子 

 

 

監  事   宮 﨑 信 二 
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議案第４号 

平成２６年度事業計画（案）について 

 

平成２６年度白岡市地域公共交通確保維持改善協議会事業計画（案） 
 

１ 事業の概要 

 ⑴ 「白岡市生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）」

の実行に係る事業 

   今年度は、１０月から「白岡市生活交通ネットワーク計画（地域内フィー

ダー系統確保維持計画）」に基づく運行を開始する。この運行開始に向けた準

備、実証運行開始後の検証と事業評価を実施する。 

 ⑵ 商工会・商店会連合会と協賛した事業 

   商工会・商店会連合会と協賛して「のりあい交通」の利用促進及び商店会

の活性化を図る事業を実施する。 

 

２ 事業の内容 

 ⑴ 「白岡市生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）」

の実行に係る事業 

  ① 交通不便地域の地域指定申請 

  ② 「白岡市生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計

画）」の策定及び認定申請 

  ③ 主要施設、共通乗降場所、運行ダイヤ（時刻表）の決定 

  ④ 周知ＰＲ活動 

   ア パンフレットの作成 

   イ 啓発品の作製・配布（うちわ、ポケットティッシュ、ＰＲカードなど） 

   ウ のぼり、ミニのぼり、横断幕の作製・掲示 

  ⑤ 利用者登録の開始 

  ⑥ 運行開始式の開催 

  ⑦ 実証運行の検証と事業評価 

   ア 利用状況、利用満足度等の調査・分析 

   イ 実証運行に係る事業評価の実施と改善策の検討 

 ⑵ 商工会・商店会連合会と協賛した事業 

  ① 乗車回数券に買物券をセットしたプレミアム乗車回数券の発行  

② 電話の貸出や乗車待ちできる休憩場所の提供を行う「まち愛スポット」  

の取組 

 

３ 補助金の活用 

 ⑴ 補助金の概要 

① 埼玉県ふるさと創造資金（市町村による提案・実施事業） 

ア 補助対象事業  魅力ある地域づくり事業※１ 

※１ 市町村が明確な目標設定と成果検証を行うことにより実施する魅

力ある地域づくりに資する事業 

イ 補 助 率  １／２以内 

ウ 補 助 期 間  単年度 

エ 補 助 限 度 額  上限額２，５００万円 
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② 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維

持費国庫補助金）※２ 

ア  補助対象事業  地域間幹線バス系統等と密接な地域内フィーダー

路線のうち、過疎地域等の移動の確保に資するなど一

定の要件を満たし、赤字が見込まれる系統であって、

生活交通ネットワーク計画に位置付けられたもの 

イ 補 助 率  国の事前算定による予測収支差の１／２ 

ウ 補 助 期 間  各年度１０月～９月（補助対象期間の末日において

引き続き運行される予定の系統であること） 

エ  補 助 限 度 額  補助対象経費の１／２と補助対象市町村ごとに算

定される国庫補助上限想定額のいずれか少ない方の額

以内 

 ※２ 補助対象事業者は、一般乗合旅客運送事業者 

 ⑵ 補助の対象となる事業内容 

  ① 埼玉県ふるさと創造資金（市町村による提案・実施事業） 

   ア 利用しやすい地域公共交通サービス事業 

    ・案内看板の設置 

    ・回数券の発行 

    ・パンフレット等の作成 

    ・デマンド交通オペレーション導入経費等 

    ・アンケート調査・分析業務委託 

   イ 親しまれる地域公共交通サービス事業 

    ・啓発品の作成（うちわ、ポケットティッシュ、ＰＲカードなど） 

    ・出発式の開催 

  ② 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維

持費国庫補助金） 

    ・デマンド交通運行業務 

 

４ 年間スケジュール 

  別添のとおり 
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項目 実施内容 実施主体

公共交通会議・確保維持改善協議会 ●第１回 ●第２回（書面） ●第３回 ●第４回

乗降場所 共通乗降場所 市

主要施設 市

警察、地権者等協議 市

現地確認 市

看板・路面シール 協議会

運行事業者との契約 協議会

●契約

予約センターの設置 フリーダイヤル 協議会

機材一式購入・設置 協議会

予約システム設置（市役所） 回線工事 協議会

予約システム事業者との契約 運行事業者

車両関係 車載器 運行事業者

乗務員教育等 運行事業者

マグネットシート作成 協議会

運行許可申請 運行事業者

利用者登録 運行事業者

記念式典（運行開始式） 市・協議会 ● ９月２９日

実証運行 運行事業者

回数券 印刷 協議会

販売 運行事業者

補助金の申請 地域公共交通確保維持費補助金 協議会 ●要望調査
　　●
　●

ふるさと創造資金 市 申請●●交付決定 ●実績報告

周知ＰＲ活動 車両の愛称 市・協議会 ●決定

パンフレット（利用者登録用紙付き） 市 ●全戸配布

啓発品の作成 市 随時配布

横断幕 市

のぼり・ミニのぼり 市

公用車表示マグネットシート 市

広報しらおか 市 ● ● ● ● ● ● ● ●

協賛事業（商工会・商店会連合会） 市

免許返戻者支援事業 市

地域内フィーダー系統確保維持計画の認定申請
交通不便地域の地域指定申請

平成２６年度
白 岡 市 の り あ い 交 通 構 築 ス ケ ジ ュ ー ル

１月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

確認 

選定 

追加等 

設置 

事前打合せ 

履行期間 

申込み 

購入・設置 

履行期間 事前打合せ 

工事実施 

利用者登録 

随時実施 

取付・テスト運行 

予約センター・車内で販売 予約センターで販売 

書類作成 申請・審査（約２か月） 

募集 

印刷 

作製 イベント等で随時配布 

作製 掲示【白岡駅、新白岡駅、市内歩道橋…菁莪小前、白岡中前、さいたま栗橋線（西）、国道１２２号（荒井新田）】 

作製 掲示【公共公益施設、医療福祉施設、商業施設、金融機関等】 

作製 公用車に掲示 

事前打合せ 事業実施 

実証運行 

事前打合せ 事業実施 
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議案第５号 

平成２６年度歳入歳出予算（案）について 

 

平成２６年度白岡市地域公共交通確保維持改善協議会歳入歳出予算（案） 
 

【歳 入】                       （単位：円） 

款  項  目  節  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  
差引増減  説 明  

１ 

負担金 

１ 

負担金 

１ 

負担金 

１ 

市負担金 

19,926,000 5,490,000 14,436,000 白岡市負担金 

２ 

補助金 

１ 

補助金 

１ 

補助金 

１ 

国補助金 

0 5,115,000 △5,115,000  

３ 

繰越金 

１ 

繰越金 

１ 

繰越金 

 
401,897 0 401,897 前年度繰越金 

４ 

諸収入 

１ 

諸収入 

１ 

雑 入 

 
103 1,000 △897 預金利子 

合  計  20,328,000 10,606,000 9,722,000  

 
【歳 出】                       （単位：円） 

款  項  目  節  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  
差引増減  説 明  

１ 

運営費 

１ 

会議費 

１ 

会議費 

８ 

報償費 
125,000 174,000 △49,000 委員会議出席謝礼 

２ 

事務費 

１ 

事務費 

９ 

旅費 
20,000 0 20,000 交通政策先進地視察等 

１１ 

需用費 
10,000 31,000 △21,000 消耗品等 

１２ 

役務費 
35,000 36,000 △1,000 郵便料等 

２ 

事業費 

１ 

事業費 

１ 

事業費 

１１ 

需用費 
3,263,000 0 3,263,000 

乗降場所看板、車体ラッ

ピング用マグネットシー

ト等 

１２ 

役務費 
175,000 0 175,000 電話・通信料 

１３ 

委託料 
16,000,000 5,250,000 10,750,000 

デマンド交通業務委託

料、デマンド交通運行支

援業務委託料等 

１８ 

備品購入費 
700,000 0 700,000 

予約センター用機材一式

購入費 

３ 

返還金 

１ 

返還金 

１ 

返還金 

１ 

市への 

返還金 

0 5,115,000 △5,115,000 白岡市への返還金 

合  計  20,328,000 10,606,000 9,722,000  
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